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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前１１時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（江守 勲君） 各議員におかれましては、何かとご多用のところご参集いた

だき、ここに１６日目の議事が開会できますこと、心から厚くお礼申し上げます。 

 なお、本日傍聴に来庁されました皆様には、傍聴心得を熟読され、ご協力いた

だきますようお願い申し上げます。 

 本日の会議事件の説明者として、町長、副町長、教育長並びに各課長の出席を

求めてあります。 

 ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。 

 なお、質疑につきましては、会議規則第５５条の規定を遵守していただきます

よう、よろしくお願いします。 

～日程第１ 議案第２９号 令和元年度永平寺町一般会計補正予算について～ 

○議長（江守 勲君） 日程第１、議案第２９号、令和元年度永平寺町一般会計補正

予算についてを議題とします。 

 これより第２審議を行います。 

 第２審議につきましては、理事者側に内容を通告しております。 

 １点目、総合政策課、地域未来投資促進事業について、２点目、シェアリング

エコノミー活用事業について、３点目、移住支援事業について、この３点の第２

審議を行います。 

 これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

○２番（上田 誠君） 議長、順番は、１から始めるなら１から始める、２から始め

る、どっちから始めるんですか。１から始めるんですか。 

○議長（江守 勲君） じゃ、一番上から始めます。 

 理事者側からの答弁を求めます。 

 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） それでは、地域経済牽引事業補助金についてご説明

申し上げます。 

 この補助金につきましては、地方創生推進交付金を財源の一部として執行する
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ものでございます。 

 お手元、平成３１年度地方創生推進交付金事業計画に基づきご説明申し上げま

す。 

 交付対象事業の名称でございますが、自然環境と共生した、伝統ある醗酵文化

の集積による新しい空間「永（とこしえ）の里」プロジェクトでございます。 

 交付対象事業の背景、概要につきましてご説明申し上げます。 

 上の段ですが、Ａ、地方創生として目指す将来像でございますが、「醗酵」を

テーマとした体験型施設を整備することにより観光産業の成長を図るとともに、

観光客の発酵食品の購入増加につなげ、また発酵関連産業への理解を深めること

により質の高い雇用を確保するとともに、発酵関連の食品加工製造業者への経済

的波及効果も同時に図っていくというものでございます。 

 下の段、Ｂ、地方創生の実現における構造的な課題でございますが、本町の発

酵関連事業者は、出荷額、付加価値を増加させており、特に町内の３つの酒造業

を含む飲料関係事業者４事業の飲料関係出荷額は、町内５４製造業全体のうちの

１３％、付加価値は１８％と高い割合を占めています。しかしながら、ほとんど

が小規模事業者であり、みずからの店舗以外に消費者に直接商品を訴求できる場

や生きがいの需要開拓に係るノウハウを有しておらず、また従業員の高齢化も進

展しており、新規販路開拓や後継者の確保が課題になっているところでございま

す。 

 資料裏面をお願いいたします。 

 Ｃ、交付金事業の概要でございますが、地域経済牽引事業の促進ということで、

地域経済牽引事業者が、観光客の集まる「永の里」を整備し町全体の発酵関連食

品を販売するとともに、発酵文化に対する理解促進を行うことにより発酵関連事

業の新規需要獲得と雇用の創出を実現していくものでございます。また、地域経

済牽引事業者が発酵文化、歴史を生かし、他の商品との差別化を図り、マーケテ

ィング等を踏まえ、訴求力の高い商品を開発するものでございます。 

 Ｄ、交付対象事業が構造的な問題の解決に寄与する理由でございますが、深刻

な後継者不足である本町の伝統産業に発酵文化を集結させる拠点づくりの取り組

みにより、発酵文化への理解を深め、発酵関連産業への就業を促進することでご

ざいます。 

 下段、本年度交付対象事業の概要でございますが、まず「永の里」ブランド化

推進計画策定事業３００万円でございます。地域経済牽引事業者が整備する「永
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の里」において発酵関係事業者との連携を強化し、ブランド化推進のための計画

策定を支援するものでございます。地域経済牽引事業者だけでなく、地域の発酵

関係事業者との連携により連携を図ることにより、より発酵文化や地域文化の情

報発信、発酵関連事業への理解促進、発酵食品の購入増加が促進されることとな

ります。 

 次に、醗酵商品マーケティング戦略策定事業２００万円でございます。地域経

済牽引事業者による「永の里」プロジェクトで開発する商品のマーケティング策

定を支援するもので、具体的には、事業者が開発する販売価格帯、販路、ＰＲ手

法等のマーケティング戦略を策定する費用を支援するものでございます。 

 最後に、「永の里」での広報等の整備費５００万円でございます。地域経済牽

引事業者が「永の里」内に建設する工房等で、新しいブランド推進と観光誘客、

「永の里」での商品購入者の増加を見込める新製品開発を推進するための施設で

ございます。当該施設の建設及び設備に係る費用の一部を支援するものでござい

ます。 

 以上、地域経済牽引事業補助金についてのご説明とさせていただきます。 

○議長（江守 勲君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） ちょっとね、開会前にいろいろな資料をいただいたので、

ちょっとそれを読むのが大変時間がかかるのと。 

 あと、本会議が始まる前に１時間半ほど、この牽引事業者の説明をいただきま

した。感想を言いますと、大丈夫なのかなというのが率直な感想であります。今

回の説明の中でよく説明者から出てくるのは、非常に採算をとるというところが

やりにくいような、出にくいような事業に今取り組んでいるということでありま

す。ただ、地域貢献をしたいという牽引業者さんの思いは非常に伝わってはきた

のかなとは思っておりますが、という感想を述べさせていただきまして、質問に

入りたいと思います。 

 今、過去の２年間の交付金の実績報告が各業者から出ているのを見させていた

だいております。具体的に言いますと、牽引業者さんから出ているやつで、２カ

年にわたりまして基本設計あるいは市場調査というものがあります。１つは、現

実的に、この書面では出ているんですけれども、実際に計画案、この交付金で基

本設計とかしているわけですね。あるいは市場分析とかもしているわけですが、
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そういうような資料、報告なんかもいただいているんでしょうかというのが１点

であります。 

 それと、醗酵文化研究協議会にも一部交付金が出ております。ただ、今回の説

明の中で、業者さんからの説明の中で、醗酵文化協議会の具体的な成果というと

ころでは、実際に協議会に入っている発酵業者が新製品を出しているんですけれ

ども、自社についてはまだそこまでいっていない、あるいは、協議会は２７年に

設立をいたして、この「永の里」プロジェクトと直接的なかかわりでつくったわ

けではないというような説明もいただいているんですが、そういう意味では、牽

引事業者に交付金が出されたわけですけれども、研究協議会にその一部が行って

いるということがこの事業の中での整合性がとれているのかどうかというのをお

聞きしたいなと思っております。 

 それと、３点目には、この協議会がいろいろ、ここも発酵技術を駆使しながら

新しい製品をつくるように研究しているんですが、そこは実際に、この実施報告

書の中のほかにこういったものができましたというようなものが、何か確認を行

政のほうではされているのでしょうか。 

 それから、４点目ですけれども、多分、今回の補助についてでありますが、初

めにブランド化推進計画策定業務ということで、発酵文化、地域文化の情報発信

あるいは理解を促進していただくためにということなんですが、やっぱり３カ年

続いているわけですから、その延長上にあるんだろうと思います。そう理解をし

ているんですが、行政のほうでは具体的にこの事業でどういうようなことの成果

を得ようと目的をしているのかをお聞きしたいなと思います。 

 あわせて、５つ目ですけれども、同じようにマーケティング戦略策定業務につ

いても、この３カ年の中で、ことしはこういうようなマーケティング戦略であり

ますが、どのような成果を目的に、今回、業者は取り組んでいるのでしょうか。 

 その５点についてお願いいたします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、第１点目なんですけれども、事業の成果とい

うような形で、このような形で成果にしたものをいただいておりますので、こち

らにて年度の成果を確認しているところでございます。 

 あと、醗酵文化協議会の設立が先で「永の里」の計画が後になったので、その

整合性がとれているかどうかというようなご質問でございますが、醗酵文化協議

会で発酵文化についてさまざまな研究を行っていく中で、情報発信の部分が非常
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に弱いと、何かしなければならないというようなご説明で、その発信の拠点とし

て「永の里」を位置づけるというようなことでございましたので、十分整合性は

とれていると理解しているところでございます。 

 醗酵文化協議会での成果の確認ということですけれども、同様に、醗酵文化研

究会に助成した部分については、こちらの報告書に一緒に報告をいただいており

ますので、そこら辺の確認はとれているところでございます。 

 本年度のブランド化推進の具体的な成果でございますけれども、いわゆる本年

度が最終的なものですから、「永の里」での発酵食品をどのようにブランド化し

ていくか。先ほども申し上げましたが、パッケージングとかラベリングとか、あ

と１商品当たりの量、価格等をきちっとしたものが今年度中に仕上がってくるも

のではないかと考えているところでございます。 

 同じように、マーケティングの具体的な成果ということですけれども、やはり

先ほども申し上げましたとおり、製品、どのような品質にするかとか、パッケー

ジングをどのようにするか、価格、適正な価格であるのか、流通、どのような流

通体系にしていくのか、販売促進、どのようなＣＭあるいはプロモーションにか

ける予算が、今年度中の事業で具体的なものが示されると考えているところでご

ざいます。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） それと、今年度の交付金の中で工房等の整備費が出てたと

思うんですけれども、この工房棟というのは、ショップエリアの中にあるやつの

ことでしたっけ、それとも東エリアにあるものだったんでしょうか。ちょっと教

えてください。 

 それと、協議会とこの事業の整合性の話ですけれども、今、この協議会と「永

の里」は整合性がとれているということでありますが、例えばこのプロジェクト

の中には、地元、本町かあるいは県内かはわかりませんけれども、さまざまな発

酵業者が集ってショップを出したいとかということもするということを言われて

おりますが……、ですよね。その協議会のメンバーにも地元の業者がいらっしゃ

いますから、その方々がこの「永の里」プロジェクトにも参画してくるというこ

とで理解すればいいんですよね。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、工房棟でございますけれども、先ほど配付い

たしました平面図の東エリアのところの工場エリアの、「工場エリア」と書いて
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ある文字があろうかと思うんですけれども、それの右側、縦四角が２つになって

るところ、そこが工房棟になります。 

 それと、基本的に、ショップエリアに入るテナントさんと醗酵文化協議会のメ

ンバーについては全てが入るとは限らないということでございます。あくまでも

可能性は高いけれども、全ての業者がショップエリアに進出するとは限らないと

いうような話でございました。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） ５番、滝波君。 

○５番（滝波登喜男君） 全てはということは、一部は入ってくるということで理解

すればいいんですかね。何か先ほどの説明では、なかなかそこは明確には業者さ

んも示していただけなかったんですが、先ほど政策課長言われたとおり、この事

業は、いわゆる「永の里」プロジェクトに対しての交付金を出しているわけです

よね。それと、協議会の今研究している、あるいは新しい商品を開発していると

いうところは、今の段階、そこに入っている業者さんがいろいろ開発して製品化

して出していますよという業者さんのご答弁がありましたが、実際に「永の里」

の入る、中心となる牽引事業者の商品開発のところまではまだ結びついてないと

いうような話でした。 

 何となく、このプロジェクトと協議会が今やっていることとはちょっとリンク

しないというような感じを私は受けたんですけれども、十分関連があってという

ことの中で、今ほど私が質問したのは、この「永の里」プロジェクトの中にこの

研究会のグループの業者さんも加わってきますよというお答えをいただいている

というふうに理解すればいいんですか。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） ショップエリアのほうへの進出というのは、いわゆ

るハード的なものとご理解ください。ここでの発酵食品の開発等に、どのような

商品がつくれるのかとか、そういうような醗酵文化協議会の、いわゆる話し合い

の中でのアイデアをもとにして商品開発を行っているとかというソフト的な側面

での貢献が多いと考えているところでございます。 

 ショップエリアにつきましては、基本的にテナントさんを募集して、その方に

営業していただくというようなことで、醗酵文化研究会の方が入る可能性もあり

ますけれども、必ずしも入らなければならないというような位置づけではござい

ませんので、その辺ご理解ください。 
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○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 １０番、川崎君。 

○１０番（川崎直文君） 今の関連ですけれども、具体的に３１年度の交付内容、今

回、計画策定事業１つ、戦略策定事業２つ目、３つ目が具体的な工房整備費とい

うことで３つ上がっているんですけれども、これまで２９年、３０年度は、きょ

う見せていただきました実績報告、酒造業者さんと、それから協議会に補助金を

交付して、その実績報告が上がってるんですね。３１年度のこの２つの事業、１

つの整備費については、酒造業者さんもしくは協議会に対しての交付というとこ

ろを、この３つの事業をどう捉えているのかお答えください。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） ３つの事業をどう捉えているか……。 

○１０番（川崎直文君） どこに交付する。 

○５番（滝波登喜男君）    事業者さんか      。 

○総合政策課長（歸山英孝君） ３１年度ですか。３１年度は牽引事業者さんのみを

予定してございます。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 先ほど説明を受けて、ちょっと最初、感想という意味では、

計画は常時変わっているということで、全体像はなかなか示しにくいんだという

説明でした。その計画の全体像がわからないのに補助が受けられるというのがこ

の事業の特徴なんかなと私はちょっと捉えたところですが、それがおかしいとい

うのなら指摘していただきたいと思います。 

 そこで、１つ、この事業を進めていく上で、説明の中で町のほうから、真ん中

にある町道の整備があるということでした。この事業に対する町の関連事業、町

の持ち出しになる事業費はどれくらいだと見込んでいるのか。 

 ２つ目は、いわゆる地元の人たちもどうなっていくんだろうという不安がある

ということをこちらから伝えました。しかし、アナウンスするといろんな声が出

てきてなかなか進みにくいということで、そうはしていないという話でしたが、

ここは、補助する行政が間に入ってきちっとしないと、それはやっぱり行政の補

助責任を果たせないと思うんで、そこは第一に、もう早急にやってほしいと思っ

ています。それが２つ目です。 

 ３つ目ですが、完成した暁には企業誘致だということを町長は言われてますの
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で、どういう支援が、具体的に幾らぐらいあるのかというのを示していただきた

いと思います。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、計画の核となる部分、いわゆる発酵文化の発

信拠点というような位置づけは変わっていないということで、計画そのものは、

発酵文化の発信拠点をよりよいものにしたいということで計画が変わっていって

いるというようなことですので、核になる部分についてはぶれていないと考えて

おるので、そこら辺は、細かい計画そのものは多少の変更はあるかもしれません

けれども、核となる部分はぶれがないというような認識でございます。 

 あとは、完成後の支援でございますね。まず完成後の支援は、町の支援のみ申

し上げますと、固定資産税、建物と建物の敷地、あと償却等に係る固定資産税が

３カ年間減免となります。あと環境整備の助成とか……、ちょっとお待ちくださ

い。固定資産税の減免につきましては、交付税に７５％交付税措置されます。一

般的な企業誘致ですと、固定資産税の減免については全額町費が持つんですけれ

ども、地域未来投資促進法による地域牽引事業者に指定されましたので、７５％

相当については交付税で返ってくるというようなことでございます。あとは環境

整備の補助金等がございます。 

 以上でございます。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この地域未来投資促進法につきましては、企業誘致の一環で

ございます。じゃ、なぜ皆さん企業誘致をするのという話になりますと、まず企

業誘致をしますと、そこに雇用が生まれて、また建物が建って税金収入もふえる。

またそれを住民の皆さんにいろいろなサービスで還元する、町の原動力になる、

そういったのが企業誘致です。その中で今、国がこの地域未来投資促進法を出し

たのは、国が認定をしたそういった企業に対して、この企業はさらにそこで起業

をすることによって周りの波及効果が大きい、そういった地域を牽引する企業を

認定をします。そして、永平寺町内でも福井県内でも数社この認定を受けている

企業もございます。 

 今回、もう一つ、町が今、補助金を３カ年にわたって出していますのも、議員

のほうから計画がちょっとぶれているのではないかとかそういったお話もありま

すが、町としては、しっかりと国のほうの地方交付税の審査を受けておりますの

で、認められているから国が半額、半分補塡をしてくれているということもご理
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解をいただきたいなというふうに思います。 

 また、地域未来投資促進法をとられている企業の方が、今後この永平寺町でい

ろいろな起業をやりたいといった場合、先ほど政策課長が言いました、いろいろ

な特典といいますか、を受けられていますと、例えば、いろいろな申請がちょっ

と簡略化できて、早く会議をすることができるとか、今ほど言いました固定資産

税は７５％を町に対して、事業者さんにとっては減免という、そういったサービ

スもあります。 

 そういった企業がこれから出てきますが、例えば永平寺町で地域未来投資促進

法をとった企業さんが、またこういった形で支援をしてほしい、いろいろな提案

が来た場合、しっかりと国のほうにその申請をします。そこで、やはり認められ

ない場合、そういった場合はなかなかこういった支援ができるかどうかというの

は、また町単でやるべきなのか、そういったのは検討しなければいけないと思い

ますが、なかなか、やはり国の許可といいますかそういったのがないと支援がで

きないというのも現実でございますので、この計画につきましては、もちろん永

平寺町の交流人口がふえる、そしてそこにいろいろな企業がまた集まってくるこ

とによってその地域のにぎわいを取り戻す、そういった大きな牽引の事業の内容

になっていると思っております。 

 もう一つは、決してどこどこの企業だから町が便宜を図っているとか、そうい

ったことではなしに、しっかりとその手順に乗ってやっておりますので、これが

また違う企業さんでも同じようなやり方で、しっかりとやっていくことはやりま

すので、その辺はしっかりと。うちらもそういうふうにしないといけない時代で

すので、またそういったのはご理解をいただきたいなというふうに思います。 

○議長（江守 勲君） 建設課長。 

○建設課長（家根孝二君） 町道拡幅の事業費の見込みといいますか概算額なんです

けれども、これは当初といいますか、当初予算で要求しようとしてたんですけれ

ども、これが補正で対応しようということになったみたいなんで。そのときの数

字は、僕、ちょっと見てはいるんですけれども、ちょっと記憶に残ってないもん

ですから、また後日報告させてもらってよろしいでしょうか。済みませんが、よ

ろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時３４分 休憩） 

────────────── 
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（午前１１時３７分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 建設課長。 

○建設課長（家根孝二君） 「永の里」の関連事業といたしまして、建設課のほうで、

ちょうど区域の真ん中に町道がありますけど、これの拡幅工事、これの概算事業

費なんですけど、ちょっとまだ今手持ち資料がありませんので、また後日報告さ

せていただきたいと思います。お願いします。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 事業者に対しては常々、地元の理解を得るように丁

寧な説明をするように、指導ということまではいかないんですけれども、お願い

というような形でお願いしているところでございます。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） 地元への説明の問題ですけど、いろんな意味で、情報発信と

か理解促進、これは発酵の事業についてもですが、いわゆる今年度の一つの補助

の中に入ってるんで、僕は、それはこの事業全体にもかかわること、この事業が

進まない限りこれができないんですから、事業全体にもかかわることやと思うん

ですね。地元からもやっぱり「どうなるの？」という不安もあるし、業者がああ

いう言い方するというのは、僕ちょっと意外やったんですけど、そこらは行政が、

さっき説明も聞いたはずですから、間に入ってやっぱり住民の不安を和らげる。

僕は、地元説明というのは、地権者も含めた該当する集落への説明やと思ってま

すんで、地区説明はまた別として、それはきちっと位置づけてやっていってほし

いと思います。その間に立つのが行政の仕事やと僕は思うんですが、うまくいっ

ていないとしたら。 

 何でかといったら、農地転用とかそういうようなことも含めてこの事業の性格

ではあるんですが、非常に特典の多い事業です。ある意味、進め方でいうと不安

な要素もあるわけですね。だから、そういう意味では行政の責任やと言っている

んです。それをぜひお願いしたいのと。 

 関連事業のことを聞いたのは、私、町長に企業誘致と聞いたのは、僕は企業誘

致の意味はわかります。しかし、私が聞きたいのは、普通、企業が用地を買収し

たときに、例えばけやき台、けやき台を造成するときに取りつけ道路は誰がつく

りますかという話です。町道があって町道を拡幅したり、そういうことが地元か

らの要望があるんかも知らんですけれども、それは企業の責任で、本来で言った
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ら、工業団地でしたら、そういう環境整備というんですか、そういう用地、調整

費も含めて単価に上乗せされるんです。この場合は直接買収でしょう。だからあ

る意味、物すごく安いんですよ。それにさらに工事費用をつけるんでは、僕は前

から言ってますけど、それは地元の業者やからそういうことが割とやりやすいん

で、ほかから来た、本当に県外から進出した企業というところは、僕、工業団地

を整備しろとは言っていないですよ。しかし、行政がもっと主導的にいろいろか

める、加われる条件づくりもしておかないと、特にこの地域未来法で５カ所です

か、促進法で指定された地域がありますけれども、そこらはそういうようにして

おかないと、行政が、本来の工業団地ではなしに、安かった直接買った土地にさ

らに投資をする、開発者の責任でなしに投資をするというのは、それはいろんな

起業促進のための支援がありながら矛盾はしませんかと言ってるんです、僕は。

そこは十分考えなあかんですよ。 

 だから、それがもし幾つかの地元の業者とかよく知ってる人にしかできないよ

うな制度だとしたら、特定の企業に便宜を図っているという見方になってしまう

可能性もあるということで、十分考えた、僕は、企業誘致のときにはその用地の

確保について、行政との関係でね、そこは１回きちっと整理し直しておく必要が

ないか。私の言ってることがおかしいというのなら別ですよ。 

 しかし、宅地開発について言うと、その道路なんかをつくった造成費も含めた、

その単価を売価にきちっと計算して土地の単価を決められるということです。そ

れが企業の負担になるということです。そこはきちっと確保しとかんと、これか

ら幾つもこういう事業が出てくると、それはやっぱりちょっと矛盾が生じてこな

いかということなんですが、その辺はいかがでしょう。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、町道の拡幅工事なんですけれども、これは地

元の下浄法寺区からの要望を満たすというものでございますので、今回、「永の

里」の事業とは切り離して考えていただきたいと思うところでございます。 

 また、企業誘致につきましては、例えば今回の場合ですと、企業さんが多くの

金を投資して永平寺町の税金を、今のところ土地だけですけれども、土地だけで

も年間１７０万近く税額が上がってございます。当初３カ年は東エリアの部分に

ついては非課税になるんですけれども、そういうことも考え合わせますと、でき

るだけ協力していかなければならないと考えているところでございます。 

 今後、建物等のも何棟か建っていくと、さらに今後の税金が上がることになろ
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うかと思いますので、十分協力して取り組んでまいります。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） ある程度の整備をして、そこにというお話もありました。こ

れは一般質問でもありましたが、実は、町はいろんなところでそういうのができ

ないか試算をしました。ただ、それを町がやりますと、やはり数十億の投資がか

かってくる、そして、宅造のお話もありましたが、例えば宅地して町が造成して

いろいろやりますと、これで純粋に投資したお金で割って販売価格というのが出

ればいいと思いますが、ひょっとしたらその価格では高過ぎる場合、さらに町が

値段を下げて売る。そこの差額というのは、民間でいいますと赤字が出るという

ふうな話になります。 

 今回も、例えば町が整備をしてやりますと、民間と公とでは工事費のいろいろ

な単価設定とかそういったものも変わってくる中で、高いものになっていく。そ

して、そこに埋まってもらわなければいけないときに営業とかいろいろな経費も

かかって、あいていると不良債権になりますので。そういったのを町としても一

度検討したことがあるんです。こういうふうにやって埋めたら、逆に高くなり過

ぎて来ないんじゃないんか、いろいろなそういった話の中で数十億の投資という

のはなかなか厳しいものもありますので、今回こういったような形になっており

ます。 

 町道の拡幅につきましても、もともと既存の町道を拡幅で、新設ではありませ

ん。そして、先ほど説明もあったと聞きましたが、ある程度拡幅分の土地は提供

していただくという、そういった地域への貢献というのもちょっと考えていただ

いてるのかなというのもありますので、また一般質問でもありました下水につき

ましては自社でやっていただくということにもなっておりますので、またご理解

お願いします。 

○議長（江守 勲君） ４番、金元君。 

○４番（金元直栄君） ちょっと僕の考えとは随分差があるんで。しかし、ほかのこ

とも含めると、僕は全部、団地造成しろと言ってるわけでないんです。例えば取

りつけ道路とか、その中に、その区域内に食われている町道なんかについての拡

幅については進出企業の責任でやるとかということは、きちっとせなあかんです。 

 もう一つ、下水道を自分ですると言いますけど、そうですよ、町民にとっては

区域外やったら、今のところは下水引いてくれることはないんですからね。合併

浄化槽に対する支援はありますけど。そういうことも含めて考えると、それは僕
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は、企業が来ることで、それへの支援はきちっと制度化してあるのはいいですし、

それも整備するのはいいんですけれども、それをもっと行政がかかわって効率的

に、ほかの企業も入ってきやすいような整備をするためには、何か準備、この開

発行為の中で教訓とすべきことは何かということを十分つかんでほしいというこ

とです。そこを見間違えると、何かばらばらとおかしくなってきますよ。 

 民間の宅地開発については、民間が開発したところなんかはべらぼうに高い単

価ですから、現実的に。行政がやったところは比較的安い。それは、清流地区な

んかは非常に大きい人口を維持していくために貢献してると思うんですよ、行政

の投資によって。その資金が、じゃ、回収されたかどうかというのは別問題にし

て、それらも町の未来を見据えた投資やったはずです。だから、僕は、企業進出

の見込みのないところを全部造成しとけとか、そんなことを言ってません。地域

指定したんですから、そこらについては、開発するときにどういうことをしたら、

町にとって、やっぱり業者と対等に話していけるか、支援も公平化されるかとい

うルールとつくってほしいということを言ってるんです。それがわからんと、私

の質問している意味がなくなってしまうんですけど、わかっていただけますかね。

私の言ってるのが矛盾してる、おかしいというのなら、また指摘していただけれ

ばいいんですよ。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） わからんことないです、本当に。 

 ただ、どういうふうに企業に永平寺町に来てもらうか。何でもかんでもという

わけにはいきませんけれども、ちゃんと企業誘致を。１，７５０自治体が今みん

な企業誘致を進めて、また議会の中から、住民の方々からも、やっぱりもっと企

業を呼んでと。この企業誘致というのはそもそも論になる、何で企業誘致をする

のかと。先ほど言いました、雇用が生まれていろいろな、また税収もふえること

によってまた住民の皆さんに還元する、そして交流人口が生まれてまた新たな産

業が生まれてくるというのがあります。 

 引く手あまたで来てくれるとき、永平寺町じゃないとだめなんやという状態で

すといろいろ整備をして取り決めをしていく。もちろん取り決めというのはある

程度大事だと思いますが、今は需要と供給、どちらかというと来てほしいという

のが先に出ております。町としては、その中の一環で来やすい環境をつくろうと

いうことでこの地域未来投資法を制定して、５つのブロックに分けました。これ

も福井県が全体的に各エリアをつくったんですけど、永平寺町にやっぱり企業が
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来てほしいということで、永平寺町は５つのブロックに分けて、それは申請をさ

せていただいております。まずは、企業に来てほしいという思い、企業誘致をし

たいという思い、ここがこの地域未来投資法の一つになってる。 

 金元議員おっしゃるように、ある程度の取り決めというのは必要だと思います

し、今、既存の町独自の企業誘致の支援制度、こういったものもあわせて、やは

り見直していくといいますか、これは大事だと思いますので、そこはまたしっか

りとやらせていただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） ちょっと一、二点お聞かせください。私も、いろんな方がお

っしゃってるので、それに重複もするかもしれませんがお願いいたします。 

 ことしの補助対象が１，０００万ということで、ここに書いてありますように、

３つの事業に支援をするという形になってます。それでブランド化推進策定の事

業ということで、先ほど説明の中にありましたが、これは発酵関連業者との連携

を密にしながらそれぞれの連絡を図ることで、地域関連の発酵の関連に図ること

で、先ほどはイメージの定着、イメージ戦略、それとかパッケージング、それか

らラベリング等のそういうものをきちっとしていくというのが一つの助成すると

いうことですが、今ほど課長の答弁にもありましたように、例えば年度末にそう

いうものが、商品化されたものがご提示できるという発想でよろしいわけですね。

それが１点です。 

 それと、そのイメージ戦略のところが、例えば、これは全体的なところですの

で、先ほどちょっとありましたように、健康と美容のために発酵食品をという、

まあまあそれはキャッチフレーズはどうかわかりませんが、そういうようなもの

とかのブランド化というものというふうに私は解釈したんですが、それが年度末

にはきちっと商品化されて、それがＰＲ効果に乗ってるというふうに判断すべき

かということです。 

 それから、マーケティング。これも同じように戦略をするということで、ＰＲ

の仕方、それから販路の拡大はどのようにするか、それから価格体系、例えばど

ういうものが非常に売れているかという、そういうものを、ある面では牽引業者

が開発する商品も含めて、先ほどの醗酵文化協議会のそれぞれのメンバーの商品

の販路とかそういうものをきちっと明確にするというふうな判断を私しているわ

けですが、それがどういうやり方をやるかというのが年度末にはきちっとご提示
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できるというふうな発想でいるのが１点。 

 それから、例えばブランド化のそのところについてはわかりませんが、そこの

牽引業者が、またそれをどこかの宣伝業者に委託してこういうものをつくるのか。

そこらあたりももしもわかっているんであれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、ブランド化でございますけれども、商品が具

体的に出るのかどうかということでなくて、どのような方向性で行くか。例えば

健康を表に出すんだとか、あるいは安心感を表に出すんだとか、何を差別化の目

標にするかというような方向性が今年度をかけて出てきて、それが成果品という

ような形で、こういう方向性、こういう部分についてはこういう方向性というこ

とで文書で提出されるものと考えております。 

 マーケティングについても同様に、このようなデザインの製品をどの価格にし

て、どのような流通体系をし、取扱店はここに絞るとか、あるいはプロモーショ

ンの費用はこれくらいかけなければならないのではないかというような、そうい

うような計画書の成果品としてあらわれてくるということで、商品としてはあら

われてこないと考えているところでございます。 

 この２点のブランド化計画策定とマーケティング戦略策定については、コンサ

ルに委託をするというようなことを聞いてございます。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） 当然コンサルに委託で評価を願うかと私もそう持ってました。

ただ、ただ方向性を示すだけでは、僕はある程度、どういうんか、薄いんじゃな

いかなというふうに思ってます。 

 町が今までいろんなイメージ、町自体のブランド政策なんかでは、例えばここ

はどこどこのゾーンですよ、ここはどこどこだと、ある面では広告会社にきちっ

と委託して、皆さんのそれぞれの地域の連絡   をとりながら商品化していく

ということで、ある程度、その文書だけじゃなくて商品化する。例えば、町が今

まで推進してきましたＳＨＯＪＩＮのブランド化についても、最終的にはそれを

商品として、また目に見えるものとして提示してますね。それは、今までブラン

ド化推進事業が、町が何年かかけてお金を入れて、３年なり５年かけてブランド

化をしていく中で、最終的にはＳＨＯＪＩＮというあのポスターの中、また業者

にも   いる中から商品をつくり上げて、それを媒体として広告宣伝し、いろ
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んな形に載せてってＰＲし、販路を拡大していくという手法をとってるわけです

ね。今回も、ある面では、ここで言うブランド化推進策定であるとかマーケティ

ング戦略のこれであったら、ある程度そこまでを商品化していくというのがやっ

ぱり必要じゃないかというふうに私は思います。 

 ただ、その方向性として、これだけだよという文書だけで示すのがその策定事

業ではないと私は思ってるんですが、そこらあたり見解が違うんかもしれません

が、私はそう思って、今までが町がやってきたブランド化促進事業の成果はああ

いう成果であるけれども、これの成果もそういうふうに見える形の成果が必要か

と思うんですが、再度それについて確認をしておきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、当該事業者ですけれども、製品化に関する思

いは非常に強いものがございます。だから、安易な製品を世の中に出したくない

という意味合いが、そういう思いを非常に強く感じているところでございます。

あくまでも、商品を急ぐと安易な商品になる可能性が出てくるということがあり

ますので、商品化はじっくり腰を落ちつけて行いたいと。 

 ただ、ブランド化の方向性あるいはマーケティングの方向性については今から

考えておかなければならないので、その方向性を模索するために、今回、当該事

業で計画策定、戦略策定を行いたいというような考えでございます。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 町が進めて、商工会がやっていただいてますＳＨＯＪＩＮに

つきましては、今、町の全体としてのブランド、「皆さん参画してくださいよ」。

決して「ＳＨＯＪＩＮのブランドを使いなさい」ではなくて、それに参画して自

分らもみんな連動して新しい商品つくって、そしてブランド協議会の皆さんでど

んどん発信していこうというのがＳＨＯＪＩＮブランド。 

 今回のこのメーカーさんは、自分のブランドを、新しく発酵とかいろいろやる

中で、どういうふうに戦略を持って商売につなげていくか。ここはそういった戦

略の中での、そして発酵関係のいろいろな品物をどういうふうな戦略を持って、

じゃ、今のメーカーとどうつなげてやっていくか。それは、企業独自が今まで長

年やってきたブランド戦略の中でどう結びつけていくかというのを調査する。そ

この内容というか、町が「こういうふうなブランド戦略をしてください」とか「こ

ういうふうにしてください」とかというのはなかなか言えない。企業独自のやり

方がある。 
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 ただ、今、ＳＨＯＪＩＮをやってますので、いろいろあったときにはＳＨＯＪ

ＩＮに参加しませんかとか、そういったことは町としてはできるかなと思います

が。やはりその企業の経営のオリジナリティとかそれがあるから今まで成り立っ

てきたというのもあると思いますので、そこはやっぱり尊重していかなければい

けないなというふうに思います。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） 町長の言ってることもわかりますし、何もそれはあれですが、

やはりそういうブランド推進の事業というものをうちは補助をするわけですか

ら、例えば最終的に、今言うＳＨＯＪＩＮというのは、さっき言った個別の商品

じゃなくて、全体のブランド名をＳＨＯＪＩＮにしたというわけですね。同じよ

うに、こちらもブランドの中での見えるもの、例えば「方向はこういう方向です

よ」と方向だけ示して中身がある程度示されないというのは、私はおかしいんじ

ゃないかということで、今言う永平寺を例えれば、ＳＨＯＪＩＮというブランド

が大きな永平寺のブランドを示したように、今回の永のプロジェクトでは、こう

いう大きなブランドというんか、その見方がある、それに対しては見える化しな

いとだめですよというんで僕は言ってるんです。ただ「方向はこっちですよ」と

方向だけの言葉で言ってるだけじゃなくて、見える化もきちっとしてほしいとい

うのを、やはり行政としても僕は要望すべきじゃないかということで質問させて

いただいているわけですから、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 先ほどの説明にもあったかと思うんですけれども、

酒かすを使った焼酎づくりについて言っておられまして、具体的に言うと、それ

をブランド化していくんであろうと思います。 

 ただ、やはり先ほども申し上げたとおり、出すんであるならば、よそに負けな

い差別化したものを出さなければならないので、具体的なブランド化した商品を

示すためにその焼酎づくりを急ぐことは本末転倒になってしまうというようなこ

とで、具体的にイメージはできるものはあると考えているところでございます。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 ７番、奥野君。 

○７番（奥野正司君） この事業につきましては、先ほど全協での説明もございまし

たが、町内の発酵食品を生産している、製造している各事業者様と連携して、と
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もに発展したいという、今この事業を進めている事業主の思いがあるというふう

にご説明をお聞きしましたが、それを受けてか、町の意向がそうだったからか、

行政が進めています地方創生推進交付金のこの事業説明につきましても、認定事

業者だけでなく、地域経済牽引事業者だけでなく、地域の発酵関係事業者との連

携を図ることで発酵食品の売上増大とか、あるいはそこで働く、本町で働く就業

人口の増加が地域経済を牽引していくというふうな説明でこれを推進されてきま

したが。 

 そういう考え方でいけば、「永の里」という大きな発酵食品、酒とかみそとか

しょうゆ、焼酎あるいはそれをおいしく味わうための料理の開発等々を今「永の

里」というプラットホームをつくって、そこでプレーヤーを集めるという事業だ

というふうに考えますが、そこへ、プラットホームの上へ上がるプレーヤーをぜ

ひ町内で、いろんな発酵関連の食品をつくってらっしゃる方、あるいはそれをお

いしくいただくための食品をつくってらっしゃる方がそこのベースに、土台に上

がれますように、そしてそこでプレーができるように、ぜひ行政のほうも説明責

任を果たしていただいて、結局最後は１社だけにならないように、せっかく一般

財源も使ってますし、何年間かの一般財源もありますし、その後の固定資産税の

減免もありますので、そういうふうにこの事業は進めるべきではないかと思いま

すがいかがでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） ショップエリアとかフードエリアへのテナントさん

については、当該事業者さんの社長さんはかなり顔の広い方で、都会の有名ショ

ップとかですと割かしすぐ埋まりそうな雰囲気はあるというようなお話でした。 

 しかしながら、地域貢献、地域の業者にしたいという思いがあるということで

ございますので、これは民間事業者さんがやることですのでどのような結果にな

るかわからんですけれども、多分、地域の事業者さんでテナントさんは埋まるこ

とになるのではないかなと。今までのお話というんですか、の雰囲気からいいま

すとそういう方向性になっていると考えているものでございます。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 １２番、酒井秀和君。 

○１２番（酒井秀和君） 私は確認を２点させていただきたいんですが。 

 本日お預かりした資料の裏面、下のところに関連事業の概要ということである

んですけれども、この先行型交付金を活用から始まる右側に空欄があるんですけ
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ど、これはただのすき間なのか、何か意味のある空欄なのかがちょっとわからな

くて、それを確認したいというのが１点です。 

 もう１点が、他社からの推薦によって認定された地域経済牽引事業者が地域未

来投資促進法に基づいて国と町から補助を受けるということで、今回の件に関し

ては、国が先に交付を決めているということですが、国側も、本日お預かりした

この資料と同様の内容を確認して地方創生交付金の決定を決めたのかどうかとい

うところを確認させてください。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、関連事業の概要の欄なんですけれども、関連

事業がある場合はここに丸印をつけて、こういう事業に関連してますよというよ

うな説明の欄でございます。 

 また、地方創生推進交付金事業については、こちらに説明させていただいたＡ

からＤまでの事業の背景、概要に基づきまして交付決定がなされるというもので

ございます。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） 奥野議員の質問で説明責任を果たすべきということで、私

も同意見なんですけれども、先ほどの牽引事業者さんのお話の中でも、テナント

への出店の投資ということがちょっと難しいような状況であるというような少し

お話もあったんですけれども、それに対して今、この実施計画の中にある地元の

構造的な課題の部分、小規模事業者の高齢化、後継者問題、新規販路開拓という

ことがとても課題であるということに対してのこの事業ということもあると思う

んですが、小規模事業者さんには体力がないということでテナントに参加されな

いということになる可能性もあるのだろうなと思うんですが、永平寺町としての

フォローですとか、今後の展望、展開に対する考え方というんですかね、フォロ

ー体制というかそういったものは考えられていないのでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） この事業は、そういうような事業に取り組むことに

よりまして、体力のない小規模事業者さんが、事業の開拓や消費者に直接商品を

訴求できる場などのノウハウを有していないというようなことでございますの

で、そこら辺は当該事業での発酵文化の情報を発信することによりまして、間接

的ではございますが、これらの構造的な問題を解決することになるのではないか
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なと考えているところでございます。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 なければ、次に、シェアリングエコノミー活用推進事業についての答弁を求め

ます。 

 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 引き続きまして、シェアリングエコノミー活用推進

事業について、質問の細かいのをいただいておりますので、それに伴いましてご

説明申し上げます。 

 まず、国庫委託金がなくなった場合の事業の関連サイクルはどうなるのかとい

うようなご質問でございますが、次年度以降のランニングコストのことだろうと

思いますが、ＴＡＢＩＣＡサイトに作成した体験型旅行商品をアップした後は、

基本的には費用の発生はございません。 

 といいますのも、それならＴＡＢＩＣＡはどうやってもうけるんやというよう

な話になろうかと思いますけれども、まず作成した体験型旅行商品には、体験に

要する料金を設定します。旅行者いわゆる体験したいという方がその商品に申し

込み、料金をＴＡＢＩＣＡに支払うことになります。支払われた料金のうちの２

０％分がサイトへの掲載サービス手数料としてＴＡＢＩＣＡに入ります。また、

１０％分が料金徴収や報酬支払いの決済手数料として、これもＴＡＢＩＣＡのほ

うに入ります。差し引き残りがホスト、いわゆる体験の提供主に報酬として支払

われることになります。また、今回の事業につきましては、ホストに支払われる

報酬の一部をコーディネート料金としてまちづくり会社のほうへ支払われるよう

な、そのような仕組みを考えているところでございます。 

 続きまして、ＴＡＢＩＣＡに支払う費用は発生するのかというようなご質問で

ございますが、さきにお示ししました見積もり中、プラットフォーマー・プロモ

ーション業務２００万円が、今年度ＴＡＢＩＣＡに支払う費用でございます。大

学生がブラッシュアップしコンテンツ化した体験型旅行商品を、最終的にはプロ

の感覚で購買意欲を喚起するようなものに仕上げる作業、それとか、商品に付加

価値をつけ、より魅力あるものにするためのブラッシュアップの作業の際のアド

バイス等をお願いすることになろうかと思います。 

 ポケットＷｉ─Ｆｉやタブレットは事業終了後どうなるかということで、ポケ

ットＷｉ─Ｆｉにつきましては、機器をお返ししてレンタルを終了することにな

ろうかと思います。タブレット端末は、町で使用することになろうかと思います。 
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 成果報告書４００部の発送先はということでございますが、この事業で関係し

た地域住民の方々あるいは関係機関への配布を予定しております。また、事業終

了後、永平寺町での事業報告会を予定してございますので、参加者への配布を予

定しているところでございます。 

 地域資源継承まちづくり調査、一体どこが調査するのかということでございま

すが、早稲田大学の有賀研究室の教授、学生１０名、それと、研究協力をします

立命館大学の永野ゼミの准教授と学生１１名が永平寺町内に入り、これをまちづ

くり会社がフォローし事業を進めてまいります。事業終了までに、毎月１回１泊

から２泊しフィールドワークを行う予定で、延べ１００名が来訪する予定で、７

月以降の事業終了までの旅費、宿泊費等となります。 

 また、自主的な研究としては、５月に２日から６日まで、早稲田大学５名、立

命館大学の准教授と学生３名が永平寺町内に来訪し、ホストと面会し情報収集い

たしました。同じくまちづくり会社と町とで情報の交換を行ったところでござい

ます。今月も７日から９日まで、早稲田大学の学生５名と立命館大学の准教授、

学生５名が永平寺町内に来訪し、文化財保護委員会等への参加やホストへのイン

タビューを慣行したところでございます。これにつきましては、当該事業は使用

せずに全て学生たち、大学側の自腹ということで来ております。今回の補正がお

願いしましたら、このような形で旅費、宿泊費を助成する予定でございます。 

 どのようなことを行うかといいますと、都会の若者の観点からフィールドワー

クによる素材、ホストの発掘を行い、みずから発掘した素材や永平寺町あるいは

まちづくり会社から提供のあった素材等が体験型観光商品になり得るかの検討を

行います。体験型観光商品になり得ると判断した場合は、素材の提供者であるホ

ストとまちづくり会社の仲介によりコンタクトをとり、その素材についての聞き

取り調査を行います。聞き取り調査をもとに付加価値の可能性を探るためなどの

ブラッシュアップについて、まちづくり会社を交えて検討いたします。ブラッシ

ュアップした体験型旅行商品を、再度ホストと面会し、内容の変更が受け入れら

れるものであるか、実現可能であるものかの確認を行います。このような形で何

回かホストと面会することにより、あるいはまちづくり会社と検討することによ

り、徐々に体験型の旅行商品を仕上げていくことになります。また、いずれかの

段階でコンテンツに掲載する写真、インタビューなどの動画の撮影も行われるこ

とになろうかと思います。実現可能であると判断された場合は、体験型旅行商品

はコンテンツ化の作業を学生たちが行い、最終的にＴＡＢＩＣＡに仕上げてもら
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い、ＴＡＢＩＣＡのサイトへアップすることになります。 

 プラットフォーマー・プロモーション業務の国の    支援はどのように考

えているかということで、体験型旅行商品の代金の中には、ＴＡＢＩＣＡへの掲

載手数料、決済手数料が含まれていることにより、一度ＴＡＢＩＣＡのサイトへ

掲載してしまえば以降のランニングコストはかからないことは、先ほどご説明し

たとおりでございます。また、作成したコンテンツ内容を変更した場合でも、自

分で変更を行うならば費用は発生しません。 

 今回の事業でホストとＴＡＢＩＣＡをまちづくり会社がコーディネートするこ

とにより、まちづくり会社に仲介手数料が収入される仕組みをつくりますので、

ＴＡＢＩＣＡサイトへの掲載、それでもって全て終わりにするのではなく、ゲス

ト数をふやしていくようなＰＲ活動、コンテンツをふやしていくような作業につ

いては、今後はまちづくり会社が中心になって担っていくことになるということ

でございます。 

 以上、シェアリングエコノミーの答弁とさせていただきます。 

○議長（江守 勲君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） ありがとうございます。 

 内容を一応事前に、いろいろお聞きする内容を質問しておきましたので、丁寧

にお答えいただいて、ありがとうございます。 

 私の疑問のところを結構答えていただきました。今回のこの事業、これは総務

省の事業で、当面、永平寺町の、ある面では、ここで言うと見えるもの、見えな

いものの資産をいかに活用していこうかというのが総務省のあれで、これが今後

の地方の経済発展するというような内容が書いてありました。当町は、まちづく

り会社と永平寺町、大学、そういうような産学官協働でできるということで確認

したわけですが、そこで見積書、運営の形態がありました。 

 そこで、ちょっと一、二点、ご回答いただいた中から確認をさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 まず、１点です。今ほどお聞きしましたように、いろんなＷｉ─Ｆｉのところ、

タブレットについては今後発生しないということで確認をさせていただきまし

た。それから、印刷製本については、今後のいろんな報告、またいろんな事業形

態の中での報告書に使うということも確認させていただきました。 
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 広告料について、これが今３０万あります。これは多分ポスターを、２種類だ

ったかな、何枚ぐらいつくって、それは看板制作、これはホストのところの看板

制作なんかはちょっとあれですが、そういうものを永平寺町内に立てる、それか

らポスターについては全国に配布するのか。そういう面でちょっとそこらあたり

の内容について、もしも広告費のところにあったらお知らせください。 

 それから、４００万の、これは早稲田大学、それから立命館大学の学生さん方

にそういうふうな作業をお手伝い願うのでということで了解をしました。私、ち

ょっとこれで心配したのが、そういう形で大学生の方が見えて非常ににぎやかに

なるのはうれしいことなんですが、これを更新、先ほど更新するのは、自分です

るには費用はかからないとおっしゃってましたね。その更新するのに町がどんだ

け絡んでくるのか。例えば更新費用として出す場合に、先ほどのまちづくり会社

さんの今後の、さっき言った仲介手数料の中からそういうものの更新の費用も全

部見ていくのか。そして、この中に地域プロデューサー事業で１５０万、これは

まちづくり会社さんが運営の今回の費用になってます。これは私いつも、前から

もちょっと言ってたんですが、まちづくり会社さんが今後、町長も言ってますが、

独自でいろんな形で収入を得ながらその運営をしていくということで人件費も賄

っていきますよということになりますと、１年間は１５０万出るんですが、その

人を１人雇ってる形の方が２年後以降に、なら、そのＴＡＢＩＣＡのサイトでほ

んだけ収入があるとは私、ちょっと素人の考えですが、できないんじゃないかと

思いますので、そこらあたりの事業負担。要は、まちづくり会社の運営にかかわ

る事業負担が、ある面では町に発生してこないかというのが２点目、ちょっとお

聞かせいただきたいというのがあれです。 

 それから、今の中で、ホストとの中でのいろんなやりとりをやっていっていた

だけるというんですが、それは今後、全部まちづくり会社さんが担っていくのか。

まちづくり会社さんが担うんであれば、見合う費用の面、人の面、そういうなの

はどこが、全部まちづくり会社さんの、ＴＡＢＩＣＡのあっせん料で賄うつもり

なのかというと、私はそこに非常に大変さがあるんじゃないかと思って、町との

かかわりが出てくるんじゃないかというのを懸念しているわけです。そこらあた

りを３点目としてお願いしたい。 

 それから、ＴＡＢＩＣＡさんにアップしたやつは生涯ずっと残るわけですか。

ある程度契約で、５年契約ないし６年契約、１０年契約でなくなるというものじ

ゃなくて、常にそれがずっと掲載されていくのか。その更新を、例えばコンテン
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ツをつくったりするわけですが、当然、課長が自前やとただと言ったのは、その

自前というのは、誰がどういう形でするのか。まちづくり会社さんがするのか、

ある面では町のそういう費用形態が商工観光課の中で出てくるのか。そこらもあ

わせてちょっと、今後のその発展の仕方をちょっとお聞かせいただきたいという

ふうに思ってます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） まず、ポスターの件ですけれども、これはやはり永

平寺町へ来ていただかなければなりませんので、県の東京事務所とか大阪事務所

とかを通じまして、都会の方々の目に届きやすいような、そういうようなところ

での掲示を考えているところでございます。 

 また、今後のことということでございますけれども、やはりまちづくり会社が

この仲介手数料で運営できるような、そういうような仕組みづくりをしていきた

いなと考えているところでございます。ちなみに、ＴＡＢＩＣＡに個人で掲載し

て一月１００万ほどの報酬を得ている方も現におられるというようなことでござ

いますので、できるだけよいコンテンツをできるだけＰＲして、まちづくり会社

の安定的な収入の一つになったらいいなと考えているところでございます。 

 今後につきましては、早稲田大学もこのシェアリングエコノミーの事業につい

て長期的に取り組んでいくというようなことでございますので、今後、コンテン

ツのつくり直しとかについては、早稲田大学の協力を得られることになろうかと

思います。また、このような、もう少し規模は小さいんでしょうけれども、今回

この事業が採択されなくても、早稲田と立命館は永平寺町内でシェアリングエコ

ノミーの事業に取り組むと。ただ、このような大規模なものにはならないけれど

も、取り組んでいくというようなことは聞いてございますので、今後の来年度以

降のコンテンツの問題については心配していないところでございます。 

 常に掲載されるのかということでございますけれども、基本的に、今のところ

常に掲載していくというようなことを聞いてございます。 

 以上です。 

○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） ３年前に早稲田大学がこの永平寺町に初めて、４年前やった

かな。４年になるか。最初は地方創生交付金、１００％あった一番最初のそれで

学生さんとの交流が生まれました。 
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 その後ずっと入っていただきまして、次年度からは、実費といいますか、学生

がこの永平寺町を一つのモデルにして、そのゼミが自分たちの勉強に生かしてい

こうということで、ずっと毎年自己負担でこの永平寺町に来ていただいて、いろ

いろな町民の方と交流をしていただいて、また昨年もいろんな提案で「こういう

のをしたらいいんじゃない？」とか、地元の祭りに一緒におみこしを担いだりし

てくれたり、文化とかそういったのをやってくる中で、今回、こういったシェア

リングエコノミーの中で、より具体的に、地元にどういうふうに永平寺町のそう

いった体験型のそういったところにスポットを当てて、そして永平寺町の収益、

またそこでやられている方の発信、こういったことをつなげていこうという流れ

で今回のシェアリングエコノミーというのがありますので。 

 前提が全然違うのが、「今これをやるから、どこどこの大学さん一緒にやりま

しょう」ではなしに、実はこの下地があった中でこのシェアリングエコノミーが

生まれてきている。また、そこの学生たちが卒業して、また後輩に引き継いでと

いう形ができていますので、地域の方々とも親しみを持って交流していただいて

いる中でのこういった事業ですので、大きな期待をしているところであります。 

○議長（江守 勲君） ２番、上田君。 

○２番（上田 誠君） 私、心配するというんか、ある程度こういう事業が、要は町

の採択を受けて、ある面では今まで大学が実費でやっていたのが、ある程度費用

もつけられる、そしてそれを運営するに当たってのまちづくり会社さんの基礎と

なる底辺の一番最初の取っかかりの費用も出てくるという面では、非常に期待し

ているところであります。 

 ただ、私が今後その中で期待するところは、この事業が、例えば１年で終わり

ました。その中で、先ほど言いましたように、まちづくり会社さんのその運営に

係る費用が、果たしてその対価でできるかといったら、なかなか僕は難しい面も

あるんじゃないかというふうに思ってるわけです。それに対して、町がどういう

形でその支援をしていくのか。それもある程度方向性を出さないと僕はだめだと

思ってるんですね。それが、例えば費用負担なのか、どういう形になってくるの

かというのは、町もやっぱり見通しをしとかないと、結局尻すぼみになってしま

うんでは元も子もないというのが１点です。 

 それと、その活用の仕方が、先ほど言ったように、まちづくり会社さんに１０

０％やってしまうのかというのが１点と。 

 それと、今、ＴＡＢＩＣＡさんで、ことしは２００万のコンテンツの制作費用
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があるわけですね。課長の答弁では、それがこちらでやる分やったらただやとい

うふうにおっしゃってるんですが、そのコンテンツをまた変えたりする費用とい

うのはまちづくり会社さんが捻出するのか、そこらあたりが非常にあれがあるの

で、先ほどから何回も言いますが、町のかかわり方はどうなるんですかというと

ころが聞きたいわけです。 

 もう一つ。最後に、交流人口が関係人口の評価にしていくように、それが成果

というような形で見てると思います。その成果の評価を、なかなかどういう形で

評価するのかは難しいと思うんですが、ある面ではその提供業者の方々がどんだ

け人が入ってきて、どんだけふえたよというふうな形のところとか、ある面では、

町がそのグランドデザインの中でどういうふうな形にまちづくり会社とともにそ

れをやるんだというのを、ある程度見通しがあるんであれば、私はそういう面も

少し、絵に描いた餅かもしれませんが、きちっと示していくべきだなと思うんで、

そこらあたりの成果の評価というんですか、ここには関係人口の評価につなげて

いくとなってましたが、そこらあたりの方向性もある面では示すべきじゃないか

と思うんで、その２点についてちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 次年度以降のまちづくり会社のかかわり方というよ

うなことでございますけれども、やはり事業に取り組むならば、次年度以降、ま

ちづくり会社が単独で取り組めるようなものに、それくらいのものにつくり上げ

ていかなければならないと考えているところでございますので、次年度以降はし

っかりまちづくり会社が、これだけで赤字を出さずにやっていけるんだというよ

うな、そういうようなものまでを目指していきたいと考えているところでござい

ます。 

 また、交流人口から関係人口ということで、どれくらいのビジョンを示せとい

うようなことでございますが、まずこのＴＡＢＩＣＡサイトなんですけれども、

やはりいいサイトは右肩上がりだそうです。というのは、いわゆる経験した人の

フォローというんですか、コメントがサイトで見れるんですね。旅行に行きたい

人はコンテンツを見るだけでなくて、その旅行を経験して、ここがよかった、こ

こがよかったというような、何人もの人のを見て、そこに行きましょうというよ

うな傾向があるようでございますので、いいものさえつくれば、初年度はよくて

も次年度以降だんだん利用者が伸びていくのではないかなと考えているところで

ございます。 
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○議長（江守 勲君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 基本的にこれは個別事業者、例えば体験農業をしてみたいと

か、何か手づくりを商売の中でやってみたいとか。よその事例ですと、餅つき大

会とか、自分の菜園でつくった野菜をとってきてカレーライスをつくる、そうい

ったのが人気らしいです。 

 なかなか個人の方では、どうして発信したらいいかわからないとか、いろいろ

悩みがあったと思いますが、今回、そういった中で大学生がアドバイスをして、

こういったのは都会の人が受け入れる、またそういったやりたいというのをこの

ＴＡＢＩＣＡというサイトに載せることによって、いろんな日本中の人がそこを

見て体験やってみたい、地域の人と話しながら旅行に行ってみたいというニーズ

を掘り起こしていこうというのが今回のこれです。 

 「じゃ、町はどういった支援をするの？」という話になると思います。まず、

このシェアリングエコノミーが認定されたということが、大きな皆さんの横のつ

ながりになるという、今回、１，０００万近くの国からの支援をいただきますの

で、それがあって新しい市場をみんなでつくっていこうというのと、もう一つ、

やっぱり大事なのは、載せれば人が来るのではなしに、そこのコンテンツがしっ

かりどういうふうなのをしたらお客さんが来てくれるかというのを、学生さん、

また地域の人たちと一緒に考えていく、そういったきっかけにしてほしいなと思

います。 

 町は今、観光物産協会とか商工会とか、例えば中部漁協とかいろんな団体さん

に、今、早稲田の学生がこういうふうに入って、こういうふうなサイトを使って

人を呼び込もうとしているので、何か体験型のそういったのをやりませんかとい

う、もちろんそこにやる気がないとだめな話なんですが、そういったことをしっ

かりと宣伝していく。ことしじゅうに学生と話しして載せるかどうか決めていく

というふうにしていければ、また新しい市場が広がるかなというふうに思ってお

ります。 

 それと、まちづくり会社の運営につきましては、これはＴＡＢＩＣＡもお金が

かからないというのは、やはり申し込んだお客さんの料金の中に、ＴＡＢＩＣＡ

の運営費も、そしてまちづくり会社の運営費も、もちろんサービスを提供する町

の方のお金も全て入るという形になりますので、赤字というのはなかなか考えら

れないかな。ただ、これが人気なことになってきますと人を増員するとか。それ

は収益に応じて考えていく、そういった話になるのかなと思いますので、またよ
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ろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

 なければ、次に、移住支援事業の答弁を求めます。 

 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） それでは、移住支援事業、移住支援事業補助金につ

いてご答弁申し上げます。 

 まず、ふくいＵターン就職ネットへの積極的な企業登録及び求人登録をしてい

るが、具体的にどのように行っているかということでございますが、まず福井県

でございますが、企業向けに作成したチラシ、きょうお手元に配付したかと思い

ますけれども、そちらのチラシでございますけれども、それらを活用いたしまし

て、商工会あるいは雇用協定を締結している福井労働局などの協力を得ながら企

業登録の拡大を図っているところでございます。 

 永平寺町におきましては、商工会の協力を得ながら、お手元のチラシを一部永

平寺町版に加工しまして、商工会の会員企業さん、商工会のほうから全会員さん

に通知をするという機会があるということですので、その中にそのチラシを入れ

させていただこうかなと今商工会と協議しているところでございます。 

 永平寺町の企業登録の目標を１２社としているが、最終的な登録数の目標を教

えてほしいということでございますが、この１２社というのは、平成３１年４月

現在の町内企業のふくいＵターン就職ネットへの登録の実数でございます。 

 永平寺町内の企業さんの求人の傾向といたしましては、繊維産業あるいは福祉

関連産業が多数を占めているものと聞いてございます。求人を求めない企業にと

ってもネットへの登録というのは必要なことなんですけれども、求人を求める企

業の数は常に変化してございます。１名求人を求めていた企業が１名入社すれば、

もうそれは求人が必要なくなったというようなことで常に変化しているというこ

と、あるいは季節によりましても企業数が変わってくることなどを考えますと、

登録数の目標設定は非常に難しいものと考え、あえて目標は設定してございませ

ん。 

 えい坊くんのまちづくり会社は官公庁に該当するかとのことでございますけれ

ども、地方公共団体が出資している場合は官公庁等に該当します。すなわち、ふ

くいＵターン就職ネットの登録はできないということになりますので、よろしく

お願いいたします。 

 福井県は、ふくいＵターン就職ネットをどのように東京在住者にアピールして
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いるのか、福井県の現在の取り組み状況はということでございますが、福井Ｕタ

ーンセンター東京事務所というところがございます。そちらで福井への就職の相

談などを受けたときには当該ネットをご紹介したり、あるいは福井県が嘱託して

東京に配属されている人材開拓員というのがございますが、そちらの方々を通じ

まして東京都内の大学などに紹介をしているところでございます。 

 移住支援については以上でございます。 

○議長（江守 勲君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 １１番、酒井和美君。 

○１１番（酒井和美君） ご回答いただいて、ありがとうございます。 

 特に県が行っている東京在住者へのＰＲということで、今そういうふうにされ

ているということで理解いたしました。 

 私のほうでもちょっと調べさせていただいたんですが、そのホームページなど

を福井県のほうで単独でつくられていて、そういった支援金のことも紹介されて

いたんですけれども、少し、例えば、ＴＡＢＩＣＡのようなプラットホームにな

っている全国版の移住・交流推進機構さん（ＪＯＩＮさん）のホームページがあ

るんですけれども、「移住支援」と検索すると１番目に出てくるものなんですが、

こちらのほうを拝見しますと、北海道から沖縄までの市町村が、各市町村の移住

支援であるとかに及ばず、子育て支援ですとか住宅取得支援であるとか全てそう

いうものを掲載しているサイトなんですが、それがエクセルでダウンロードでき

るんですけれども、これを見ますと、福井県については福井市とおおい町のみが

掲載している状態になっておりまして、福井県全体で入っている状態ではないし、

永平寺町も入っている状態ではないということで、もしよければ、永平寺町独自

としてもこういったところへの掲載なども考えていただけたらなと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（江守 勲君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（歸山英孝君） 大変いいお話をいただきました。 

 費用等の発生等もちょっと心配な部分がありますので、掲載を目標にちょっと

調べてみたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（江守 勲君） ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） ないようですから、これで議案第２９号、令和元年度永平寺
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町一般会計補正予算についての第２審議を終わります。 

 お諮りします。 

 本件について、第３審議に付すことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、第３審議に付すことに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時  分 休憩） 

────────────── 

（午後 ０時  分 再開） 

○議長（江守 勲君） 休憩前に引き続き再開します。 

 お諮りします。 

 これをもちまして本日の日程は全て議了しました。本日はこれをもちまして散

会したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会する

ことに決定しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 なお、あす６月１２日を休会としたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（江守 勲君） 異議なしと認めます。よって、あす６月１２日を休会としま

す。 

 ６月１３日は定刻より本会議を開催いたしますので、ご参集のほどよろしくお

願いします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

（午後 ０時４６分 散会） 

 


